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保
険
業
は
免
許
事
業
で
あ

り
、
公
共
性
の
高
い
取
引
で

あ
る
。
保
険
会
社
の
み
な
ら

ず
、
保
険
募
集
に
携
わ
る
金

融
機
関
や
保
険
代
理
店
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
者
が
、

各
種
法
令
、
社
会
規
範
の
順

守
を
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
態
勢
を
確
立
す
る
た
め

に
、
保
険
業
法
を
正
し
く
理

解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
険

業
法
自
体
が
多
数
の
条
文
で

構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
規
制
の

詳
細
は
同
法
の
施
行
令
や
施

行
規
則
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
金
融
庁
が
保
険
監

督
の
事
務
に
関
す
る
基
本
的

考
え
方
、
監
督
上
の
評
価
項

目
、
事
務
処
理
上
の
留
意
点

な
ど
を
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（
監
督
指
針
）
を
た
ど

り
、
よ
う
や
く
そ
の
全
体
像

を
把
握
で
き
る
ほ
ど
に
複
雑

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
保

険
業
法
に
基
づ
く
保
険
監
督

の
規
制
を
十
分
に
理
解
す
る

た
め
に
は
、
大
変
な
労
力
を

要
す
る
。

　
本
書
は
、
保
険
業
法
の
み

な
ら
ず
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
提

供
法
や
個
人
情
報
保
護
法
な

ど
を
含
め
た
保
険
監
督
法
規

を
包
摂
し
、
比
較
的
コ
ン
パ

ク
ト
な
解
説
書
で
あ
り
な
が

ら
も
、
そ
の
内
容
は
、
必
要

な
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
維
持
し
て

い
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
の

内
容
を
紹
介
す
る
。

　
第
１
章
「
保
険
業
、
保
険

株
式
会
社
、
相
互
会
社
」

は
、
本
書
の
総
論
部
分
で
あ

る
。
保
険
業
法
１
条
が
定
め

る
目
的
を
丁
寧
に
確
認
し
た

上
で
、
規
制
根
拠
と
も
い
う

べ
き
保
険
業
の
公
共
性
の
意

義
、
規
制
対
象
で
あ
る
「
保

険
業
」
の
定
義
や
保
険
監
督

の
基
本
的
な
考
え
方
を
解
説

す
る
。
と
り
わ
け
、
保
険
業

を
営
む
主
体
と
し
て
、
会
社

法
の
特
則
と
い
う
形
で
規
制

さ
れ
る
保
険
株
式
会
社
と
、

設
立
根
拠
法
と
し
て
設
立
や

機
関
、
計
算
、
資
金
調
達
等

が
規
制
さ
れ
る
相
互
会
社
の

違
い
は
、
保
険
業
法
の
全
体

的
な
構
成
を
理
解
す
る
上
で

重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
大

手
の
相
互
会
社
が
相
次
い
で

株
式
会
社
化
を
実
施
し
て
お

り
、
本
書
で
は
、
株
式
会
社

化
の
目
的
や
手
続
き
の
流
れ

な
ど
が
図
表
を
用
い
て
わ
か

り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い

る
。

　
第
２
章
「
保
険
会
社
の
業

務
範
囲
、
業
務
統
制
、
経
理

・
計
理
、
行
政
に
よ
る
監

督
」
は
、
保
険
会
社
の
固
有

業
務
、
付
随
業
務
、
法
定
他

業
等
に
区
分
さ
れ
る
業
務
範

囲
規
制
を
中
心
と
し
た
日
常

的
な
保
険
監
督
に
関
す
る
解

説
で
あ
る
。
保
険
会
社
は
、

そ
の
業
務
に
つ
き
顧
客
で
あ

る
保
険
契
約
者
の
保
護
の
た

め
に
業
務
の
健
全
か
つ
適
切

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
が
求
め
ら
れ
る
。
具
体

的
な
措
置
の
内
容
は
社
会
情

勢
の
変
化
に
対
応
し
て
規
制

内
容
も
数
々
の
改
正
を
経
て

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
、
適
時

の
理
解
が
要
求
さ
れ
る
。
本

書
は
保
険
業
法
改
正
の
最
新

情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
し

て
大
変
有
用
で
あ
る
。

　
保
険
会
社
が
経
営
悪
化
し

た
場
合
に
監
督
官
庁
は
早
期

に
そ
の
是
正
を
求
め
、
是
正

が
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
業

務
の
停
止
や
免
許
の
取
り
消

し
等
の
命
令
が
出
さ
れ
る
。

そ
の
発
動
要
件
や
命
令
の
具

体
的
内
容
を
把
握
し
て
お
く

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
第
３

章
「
保
険
会
社
の
経
営
悪
化

時
の
措
置
、
外
国
保
険
会

社
、
保
護
機
構
」
で
は
、
こ

の
よ
う
な
是
正
措
置
が
奏
功

せ
ず
、
保
険
会
社
が
破
綻
し

た
場
合
に
お
け
る
保
険
契
約

者
保
護
機
構
の
業
務
の
内
容

や
資
金
援
助
な
ど
、
規
制
の

概
要
や
手
続
き
の
流
れ
に
つ

い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
第
４
章
「
保
険
会
社
の
株

主
、
少
額
短
期
保
険
業
者
」

は
、
保
険
業
の
主
体
に
関
す

る
規
制
の
解
説
で
あ
る
。
保

険
会
社
に
は
他
業
の
制
限
が

あ
り
、
他
の
事
業
会
社
の
株

式
保
有
も
制
限
さ
れ
る
。
逆

に
、
他
の
事
業
会
社
が
保
険

会
社
の
株
式
を
保
有
す
る
こ

と
に
は
制
限
は
な
い
が
、
保

険
会
社
の
業
務
に
対
し
て
株

主
か
ら
不
適
切
な
影
響
を
回

避
す
る
た
め
の
規
制
が
置
か

れ
て
い
る
。

　
他
方
で
、
保
険
業
法
に

は
、
少
額
か
つ
短
期
の
保
険

に
限
定
し
た
引
受
け
を
行
う

少
額
短
期
保
険
業
者
の
制
度

が
あ
る
。
こ
の
少
額
短
期
保

険
業
者
は
、
現
在
で
は
多
様

な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
保
険

商
品
を
提
供
す
る
主
体
と
し

て
、
次
第
に
シ
ェ
ア
が
広
が

っ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
保

険
会
社
に
対
す
る
規
制
と
の

相
違
を
意
識
し
な
が
ら
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
５
章
「
保
険
募
集
規

制
」
の
解
説
は
、
保
険
実
務

者
に
と
っ
て
最
も
日
常
的
に

要
求
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
。
平
成
26
年
保
険
業

法
改
正
に
お
い
て
導
入
さ
れ

た
情
報
提
供
義
務
お
よ
び
意

向
把
握
等
義
務
の
具
体
的
内

容
、
銀
行
等
に
よ
る
保
険
募

集
に
お
け
る
弊
害
防
止
措

置
、
保
険
募
集
人
の
禁
止
行

為
な
ど
詳
細
な
内
容
を
含
む

規
制
内
容
に
つ
い
て
、
図
表

を
用
い
た
一
覧
性
の
高
い
説

明
が
な
さ
れ
、
そ
の
全
体
像

を
把
握
し
や
す
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

　
第
６
章
「
指
定
紛
争
解
決

機
関
、
雑
則
」
で
は
、
指
定

紛
争
解
決
機
関
お
よ
び
そ
の

業
務
内
容
を
紹
介
し
、
同
機

関
に
よ
る
苦
情
処
理
手
続
き

や
紛
争
解
決
手
続
き
の
流
れ

が
わ
か
り
や
す
く
図
示
さ
れ

て
い
る
。

　
本
書
は
、
保
険
会
社
や
金

融
機
関
、
保
険
代
理
店
と
い

っ
た
保
険
業
に
携
わ
る
法
人

等
の
法
務
部
門
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
部
門
の
担
当
者
向

け
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

保
険
業
法
を
中
心
と
し
た
保

険
業
や
保
険
取
引
に
関
す
る

規
制
の
内
容
を
、
で
き
る
限

り
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
よ

う
と
工
夫
さ
れ
た
点
が
随
所

に
見
ら
れ
る
。
Ｑ
＆
Ａ
方
式

を
採
用
し
、
簡
潔
な
回
答
を

簡
潔
な
回
答
と「
解
説
」で
初
学
者
も
感
覚
的
な
理
解
が
可
能

『
Ｑ
＆
Ａ
で
読
み
解
く
保
険
業
法
』

松
澤
　
登
（
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所
）　
著

書書　　評評

［評者］　

遠
山
　
聡
（
専
修
大
学
法
学
部
教
授
）

　
日
本
生
命
は
９
月
12

日
、
同
社
丸
の
内
ビ
ル
５

階
食
堂
で
「
に
い
が
た
マ

ル
シ
ェ
」
を
開
催
し
た
。

同
社
は
新
潟
県
と
今
年
１

月
に
包
括
連
携
協
定
を
締

結
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で

も
協
定
に
基
づ
く
取
り
組

み
と
し
て
、
同
県
の
観
光

振
興
や
地
域
活
性
化
に
向

け
た
取
り
組
み
を
実
施
し

て
き
た
。
今
回
、
第
四
北

越
銀
行
子
会
社
の
地
域
商

社
㈱
ブ
リ
ッ
ジ
に
い
が
た

か
ら
「
ご
当
地
メ
ニ
ュ

ー
」
の
提
供
の
提
案
が
あ

り
、
県
産
品
振
興
に
資
す

る
取
り
組
み
と
し
て
賛
同

し
た
こ
と
か
ら
、
包
括
連

携
協
定
取
り
組
み
の
一
環

と
し
て
、
同
マ
ル
シ
ェ
の

開
催
が
実
現
し
た
。

　
マ
ル
シ
ェ
で
は
、
物
産

品
の
魅
力
発
信
を
通
じ
て

地
域
貢
献
を
行
う
こ
と
を

目
的
に
、
食
堂
で
①
タ
レ

カ
ツ
丼
（
み
そ
汁
付
き
、

６
４
０
円
）
②
イ
タ
リ
ア

ン
（
グ
リ
ー
ン
サ
ラ
ダ
付

き
、
６
０
０
円
）
③
笹
団

子
（
つ
ぶ
あ
ん
・
こ
し
あ

ん
、
１
４
０
円
）
―
の

「
ご
当
地
メ
ニ
ュ
ー
」
の

提
供
を
行
っ
た
。
丸
の
内

ビ
ル
に
は
社
員
約
３
４
０

０
人
が
在
籍
し
て
お
り
、

メ
ニ
ュ
ー
は
い
ず
れ
も
好

評
で
早
々
に
完
売
と
な
っ

た
。

　
今
回
の
マ
ル
シ
ェ
開
催

・
運
営
を
担
当
し
た
同
社

地
域
振
興
支
援
室
で
は
、

「
現
在
41
の
都
道
府
県
と

包
括
連
携
協
定
を
締
結
し

て
お
り
、
協
定
項
目
に

『
県
産
品
振
興
』
が
含
ま

れ
る
自
治
体
も
多
く
、
県

産
品
を
当
社
事
業
所
で
Ｐ

Ｒ
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望

も
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
今
回
の
取
り
組
み

が
、
職
員
が
地
域
の
魅
力

を
知
り
、
当
地
を
訪
れ
る

き
っ
か
け
と
な
れ
ば
う
れ

し
い
。
こ
れ
か
ら
も
地
域

貢
献
取
り
組
み
を
通
じ
、

各
地
域
の
魅
力
を
発
信
し

て
い
き
た
い
」
と
し
て
い

る
。

丸
の
内
ビ
ル
で「
に
い
が
た
マ
ル
シ
ェ
」

県
産
品
魅
力
発
信
へ
食
堂
で「
ご
当
地
メ
ニ
ュ
ー
」

メニューは好評、完売に

用
意
す
る
こ
と
で
感
覚
的
な

理
解
が
で
き
、
そ
の
後
の
解

説
に
お
い
て
、
実
務
上
要
求

さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
の
理
解
が

促
進
さ
れ
る
。
ま
た
、
解
説

を
行
う
保
険
業
法
の
条
文
に

メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
、
特
に
実

務
上
重
要
性
の
高
い
事
柄
に

つ
い
て
は
詳
細
な
説
明
を
行

い
な
が
ら
も
、
相
対
的
に
重

要
性
の
低
い
事
柄
に
つ
い
て

は
思
い
切
っ
て
省
略
を
す
る

こ
と
で
、
規
制
の
全
体
像
を

把
握
す
る
の
に
適
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　
保
険
業
法
の
解
説
書
は
す

で
に
少
な
か
ら
ず
世
に
出
さ

れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
分

厚
い
書
籍
で
あ
り
、
特
に
初

学
者
に
と
っ
て
は
敷
居
の
高

い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
本

書
は
、
保
険
会
社
等
の
法
務

担
当
者
の
み
な
ら
ず
、
顧
客

対
応
の
最
前
線
で
活
躍
す
る

営
業
担
当
者
、
支
払
実
務
担

当
者
、
さ
ら
に
は
大
学
に
お

い
て
保
険
法
を
学
ぶ
学
生
に

と
っ
て
も
、
保
険
業
法
を
含

む
保
険
監
督
規
制
を
理
解
す

る
た
め
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ス

テ
ッ
プ
と
し
て
活
用
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
で
き
る
。
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